
- 27 - 

第１４回西和賀町議会定例会 

 

令和７年３月６日（木） 

 

 

午前１０時００分 開   議 

議長  出席議員数は全員であります。会議は成

立をしております。 

  これから本日の会議を開きます。 

  議事日程は配付のとおりであります。 

  内記町長並びに柿崎教育長より説明員として

出席する旨の届出のあった者の職氏名について

は、着席のとおりでありますので、呼称は省略

しますが、これを受理しました。 

  それでは、直ちに日程に従って議事を進めま

す。 

  日程第１、議案第１号 西和賀町行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  おはようございます。本日の会議よろし

くお願いいたします。ただいま上程になりまし

た議案第１号 西和賀町行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例につ

いて提案理由を申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナ

ンバー法の一部改正に伴い、本条例において引

用している当該条項の表記を改めるものです。

また、本条例において引用している法令につい

て、条文の明確性を高めるために法令番号を付

記する必要があることから、所要の改正をしよ

うとするものです。 

  次に、附則についてでありますが、３ページ

を御覧ください。この条例は、令和７年４月１

日から施行するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します質

疑ありませんか。 

  普本歌織君。 

３番  今の提案理由にありましたマイナンバー

法の改定ということですけれども、これがどう

いった改定であったかということと、それから

条例の改正によって、町民にはどういった影響

があるものかということについてお願いします。 

議長  町民課長。 

町民課長 おはようございます。ただいまの質問

についてお答えいたします。 

  まずは、背景ですけれども、情報通信技術の

活用による行政手続等に係る関係者の利便性の

向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図る

ため、各種法律の改正する中の一つとして、今

言ったマイナンバー法と言われておりますけれ

ども、その法律が改正になると。条例について

は、その引用部分を改正するというものなので

すけれども、法律のほうのどの部分が変わるの

かということですけれども、マイナンバーカー

ドの情報をスマホに搭載してカードと同様に使

用することを可能とした改正になります。手続

は、基本的に希望する本人がスマホで行うこと

になりますし、カード同様、本人確認のツール

の一つとして使用可能となるものです。普及の

度合いは、これからなので、まだ分かりません
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けれども、利便性は向上すると思われます。 

  条例改正は、引用部分の条ずれを正す改正で

すので、町民への影響はないと認識しておりま

す。 

議長  ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第１号 西和賀町行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立多数であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第２、議案第２号 西和賀町職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第２号 

西和賀町職員の勤務時間、休日、休暇等に関す

る条例の一部を改正する条例について提案理由

を申し上げます。 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支

援対策推進法の一部を改正する法律の制定に伴

い、所要の改正をしようとするものです。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  総務課長。 

総務課長 おはようございます。それでは、条例

の内容について説明いたします。 

  今回の条例改正は、育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律の改正を踏まえ、時間外勤務の制限を受ける

ことができる職員の範囲を拡大するとともに、

介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制

度に関する措置を講ずるため、所要の改正をし

ようとするものでございます。 

  主な内容について説明いたします。３ページ

を御覧いただきたいと思います。第８条の３第

２項、育児または介護を行う職員の深夜勤務及

び時間外勤務の制限については、これまで「３

歳に満たない子」となっておりましたが、「小

学校就学の始期に達するまでの子」に改めるも

のでございます。 

  第４項についても、第２項の改正に合わせ改

めるものでございます。 

  ４ページを御覧いただきたいと思います。第

15条、介護休暇については、法改正により第17条

の２の規定がされたことから、改正を行うもの

でございます。 

  ５ページを御覧いただきたいと思います。先

ほど申し上げましたが、第17条の２、配偶者等

が介護を必要とする状況に至った職員に対する

意向確認等及び６ページ、17条の３、勤務環境

の整備に関する措置については新たに規定され

たものでございまして、町は介護休暇の請求を

行う職員の意向を確認するとともに、介護に関

する相談体制の整備や情報提供、研修の実施な

ど、勤務環境の整備について規定するものでご

ざいます。 

  その他、本条例において準拠している総務省

通知の職員の勤務時間、休暇に関する条例案の

用語等が改正されたため、整合を図るため改正

をしてございます。 

  次に、附則についてでありますが、７ページ

を御覧ください。附則第１項では、施行の期日
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を令和７年４月１日とし、附則第２項に経過措

置として３歳から小学校就学の始期に達するま

での子を養育するために、改正後の西和賀町職

員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第８

条の３第２項の規定による請求を行おうとする

職員については、施行期日前においても、規則

の定めるところにより当該請求を行うことがで

きるものとするものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に移ることにご異

議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第２号 西和賀町職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第３、議案第３号 西和賀町職

員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第３号 

西和賀町職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げま

す。 

  育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行

う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支

援対策推進法の一部を改正する法律の制定に伴

い、所要の改正をしようとするものです。 

  それでは、条例の改正内容について説明しま

す。１ページ、第２条の２育児休業法第２条第

１項の条例に定めるものから、５ページ、部分

休業の承認、第18条第２項までは、本条例にお

いて準拠している総務省通知の職員の勤務時

間、休暇に関する条例案の用語等が変更された

ため、整合を図るため改正をしようとするもの

です。 

  第18条第３項は、法律改正により本条例にお

いて引用している当該条項の表記を改めるもの

です。 

  次に、附則についてでありますが、６ページ

を御覧ください。この条例は、令和７年４月１

日から施行するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第３号 西和賀町職員の育児休業等に関

する条例の一部を改正する条例を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 
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  続いて、日程第４、議案第４号 西和賀町家

庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第４号 

西和賀町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて提案理由を申し上げます。 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基

準の一部を改正する省令が施行されたことに伴

い、所要の改正をしようとするものです。 

  第６条、保育所等との連携については、２ペ

ージを御覧ください。保育内容支援及び代替保

育に関わる連携協力に関する要件等の見直し事

項を規定するものです。 

  また、４ページ、第16条、食事の提供の特例

については、第１項第２号、地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の公布により栄養

士法が改正され、管理栄養士養成施設の卒業者

は栄養士免許を取得しなくても管理栄養士国家

資格の受験が可能になったことから、条文に管

理栄養士を追加するものです。 

  ５ページを御覧ください。制定附則第３条の

連携施設に関する経過措置については、連携施

設の確保をしないことができる期間を条例の施

行日から起算して10年を15年に改めるものです。 

  次に、附則についてでありますが、この条例

は令和７年４月１日から施行するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第４号 西和賀町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第５、議案第５号 西和賀町特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第５号 

西和賀町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例について提案理由を申し上げま

す。 

  特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に

関する基準の一部を改正する省令が施行された

ことに伴い、所要の改正をしようとするもので

す。 

  条例の改正内容は、先ほど議決いただいた議

案第４号と同様に、２ページ、第42条の特定教

育・保育施設等との連携について、保育内容支

援及び代替保育に関わる連携協力に関する要件

等の見直し事項を規定するものです。また、こ

のことに伴い、１ページ、第37条では、第42条

の引用条文を改めるものです。 

  ４ページを御覧ください。制定附則第５条、

連携施設に関する経過措置については、連携施
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設の確保をしないことができる期間を条例の施

行日から起算して10年を15年に改めるものです。 

  次に、附則についてでありますが、５ページ

を御覧ください。この条例は、令和７年４月１

日から施行するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第５号 西和賀町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第６、議案第６号 西和賀町指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

 内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第６号 

西和賀町指定地域密着型サービスの事業の人

員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例について提案理由を申し

上げます。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法

律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関

する省令の施行による指定地域密着型サービス

の事業の人員、設備及び運営に関する基準の改

正に伴い、所要の改正をしようとするものです。 

  １ページを御覧ください。地域の自主性及び

自立性を高めるための改革の推進を図るための

関係法律の整備に関する法律の公布により栄養

士法が改正され、管理栄養士養成施設の卒業者

は、栄養士免許を取得しなくても管理栄養士国

家試験の受験が可能になったことから、第153条

第13項の指定地域密着型介護老人福祉施設に併

設される事業所の従業員の規定に管理栄養士を

追加するものです。 

  次に、附則についてでありますが、２ページ

を御覧ください。この条例は、令和７年４月１

日から施行するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第６号 西和賀町指定地域密着型サービ

スの事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ
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とに決定しました。 

  続いて、日程第７、議案第７号 西和賀町水

道事業給水条例の一部を改正する条例を議題と

します。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第７号 

西和賀町水道事業給水条例の一部を改正する条

例について提案理由を申し上げます。 

  西和賀町水道事業の安定的かつ持続的な経営

に資するため、水道料金の改正について所要の

改正をしようとするものです。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、改正内容について説明

いたします。 

  １ページを御覧ください。初めに、第17条、

水道の使用中止、変更等の届出については、用

途別料金から口径別料金への変更に伴い、第２

号を削り、第21条、料金の支払い義務について

はメーター使用料を基本料金に含むものとした

ことから、メーター使用料に係る部分を削るも

のでございます。 

  第22条、料金については、料金形態の変更に

伴い、別表第１の基本料金及び従量料金の合計

額に改めるものです。 

  続いて、２ページも併せて御覧ください。第

24条については、同様の理由で見出しの用途に

係る部分と、第２号を削り、第25条も同様に改

正するものです。 

  別表第１については、水道料金とメーター使

用料から成る料金形態を基本料金と従量料金の

合計額に改めるもので、付記については一般用

と臨時用の区分について説明内容を整理したも

のです。 

  次に、附則についてでありますが、３ページ

を御覧ください。附則第１項では、施行期日を

令和７年７月１日とし、附則第２項に経過措置

として施行日前の料金算定については改正前の

条例によるものと定めるものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

  唐仁原俊博君。 

６番  今年の１月に、町の水道事業経営と、そ

れから水道料金の改定について住民説明会が開

催されていました。それから、パブリックコメ

ントも実施されたかと思います。説明会にどの

ぐらいの参加があったかというのと、どういう

意見があったか、それからパブリックコメント

についても同様に意見が寄せられた数、どうい

った内容があったかというのを教えていただけ

ればと思います。 

議長  建設水道課長。 

建設水道課長 住民説明会の状況につきましては、

３月１日号の広報にて皆さんにお知らせしてい

るところでございました。Ｑ＆Ａ形式におきま

して、どのような質問があったかなどについて

の回答などを載せているところでございます。

町内６会場で、日中と夜間と併せて行ったわけ

でございますが、参加人数の詳細はちょっと今

手元に持ってきておりませんでしたけれども、

あまり多くない状況でございました。 

  一方で、ご意見等を含めましては、反対的な

意見というのはあまりなくて、逆に水道事業の

心配をなさっていただけている方々のほうが多

かったなという捉え方をさせていただいており

ます。また、パブリックコメントにおきまして

も、１月から２月にかけて実施しましたが、意

見については特段ありませんでした。そういっ

たことを踏まえまして、今回の条例改正をお願

いをしているところでございます。 

議長  ほかに質疑ありませんか。 
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（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第７号 西和賀町水道事業給水条例の一

部を改正する条例を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第８、議案第８号 西和賀町水

道の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の

一部を改正する条例を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第８号 

西和賀町水道の布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関

する条例の一部を改正する条例について提案理

由を申し上げます。 

  この条例は、生活衛生等関係行政の機能強化

のための関係法律の整備に関する法律の施行に

伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政

令の制定に伴い、所要の改正をしようとするも

のです。 

  １ページ、第３条の布設工事監督者及び４ペ

ージ、第４条の水道技術管理者の資格要件につ

いて、現行では水道に関する実務経験のみを対

象としているところですが、資格要件に下水道

事業等に関する実務経験を含める等の改正を行

おうとするものです。また、水道事業管理行政

に携わる職員数の減少に伴い、布設工事監督者

や水道技術管理者の確保が困難となっているこ

とから、学歴及び学科要件における土木工学科

（土木科）以外の課程の追加や技術上の実務経

験年数の見直しを行うものです。 

  次に、附則についてでありますが、７ページ

を御覧ください。この条例は、令和７年４月１

日から施行するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第８号 西和賀町水道の布設工事監督者

の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第９、議案第９号 令和６年度

西和賀町一般会計補正予算（第９号）について

を議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第９号 

令和６年度西和賀町一般会計補正予算（第９号）

について提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、事務事業の執行が最終段

階となり不足が見込まれるものや、事業完了見
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込みに伴う額の調整、国の補正予算に伴う事業

の追加、地方交付税の確定など、決算に向けて

調整を必要とするものについて所要の予算措置

を行うものであります。 

  補正予算の内容は、歳入歳出予算の総額に歳

入歳出それぞれ２億1,586万3,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ77億

3,430万9,000円とし、翌年度に繰り越して使用

することができる繰越明許費は15事業で２億

5,772万3,000円、債務負担行為の補正は１事業

を追加し、限度額を477万5,000円とするもので

あります。また、地方債の補正は、４事業を追

加、限度額を3,420万円とし、15事業の限度額

をそれぞれ変更するものであります。 

  主な補正予算の内容は、歳出では退職手当組

合特別負担金1,344万1,000円、庁舎等整備基金

積立金5,000万円、減債基金積立金4,668万

6,000円、がんばる西和賀応援基金1,001万

1 , 0 0 0円、ふるさと納税推奨事業 1 , 4 7 5万

9,000円、空き家等対策事業1,901万9,000円、

稲発酵粗飼料生産体制整備事業 3 , 4 4 5万

4,000円、機構集積協力金交付事業1,197万

4,000円、道路除雪総務費7,052万円、道路除雪

車両管理費1,154万3,000円、小学校施設管理費

1,260万5,000円、中学校施設管理費1,844万

7,000円をそれぞれ増額し、地域おこし協力隊

招聘事業（４分野）2,012万円、予防接種事業

1,611万7,000円、多面的機能支払事業2,939万

8,000円、トンネル改修事業1,722万円をそれぞ

れ減額したほか、各種事業の完了見込みにより

所要の調整を行ったものであります。 

  一方、歳入では、地方特例交付金1,236万

6,000円、普通交付税１億5,885万2,000円、特

別交付税1,758万4,000円、農地中間管理事業等

促進関連事業費1,197万4,000円、がんばる西和

賀応援寄附金2,000万円、農業みらいづくり基

金繰入金3,445万4,000円をそれぞれ増額し、道

路橋りょう費補助金1,418万9,000円、財政調整

基金繰入金1,056万9,000円、町債2,710万円を

それぞれ減額したほか、各種事業の完了見込み

等による調整を行ったものであります。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、補正予算の内容につい

て説明いたします。 

  初めに、歳出から説明いたします。22ページ

を御覧ください。まず、歳出全般にわたる職員

人件費ですが、年度末までの給料、職員手当等

及び共済費の見込額を精査し、予算の調整を行

うものです。また、各事業における減額は、事

業費や負担金等の確定により減額調整を行うも

のです。 

  それでは、主な補正内容について説明いたし

ます。２款１項１目一般管理費、職員人件費（総

務課）、３節職員手当等、退職手当組合特別負

担金1,344万1,000円の増額は、本年度退職する

職員の退職手当に係る特別負担金を計上するも

のです。 

  23ページを御覧ください。５目財産管理費、

基金造成事業は、普通交付税等の確定及び各事

務事業等の事業費が確定したことにより、庁舎

等整備基金積立金5,000万円、24ページ、減債

基金積立金4,668万6,000円、がんばる西和賀応

援基金積立金1,001万1,000円を増額するもので

す。 

  25ページを御覧ください。６目企画費、ふる

さと納税推奨事業については、歳入のがんばる

西和賀応援寄附金の増額が見込まれることから、

ふるさと納税推進業務委託料など関連する費用

1,475万6,000円を増額するものです。 

  まち・ひと・しごと創生総合対策事業につい

ては、複合施設整備基本構想・基本計画策定業

務委託料1,100万円の増額及び地域おこし協力

隊運営業務委託料520万円の減額が主なもので

す。 

  空き家等対策事業1,901万9,000円の増額は、
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特定空家の解体工事を行うものです。 

  ８目自治振興費、地域づくり推進事業につい

ては、各地域づくり組織における自治活動に要

する経費等の確定により、地域づくり組織一括

交付金236万7,000円を減額するものです。 

  28ページを御覧ください。３款１項２目高齢

者福祉費、老人ホーム措置委託料150万円の減

額は、施設入所者が減少したことに伴うもので

す。 

  地域おこし協力隊招聘事業467万2,000円の減

額は、福祉分野で地域おこし協力隊員１名の募

集をしたところですが、応募がなかったため、

減額を行うものです。 

  29ページを御覧ください。３目障害者福祉費、

障害者自立支援給付事業については、給付金に

不足が見込まれることから474万2,000円を増額

するものです。 

  ２項１目児童福祉総務費、保育委託事業625万

7,000円の増額は、年度途中の入所分及び公定

価格の改定に伴い保育所措置委託料を調整する

ものです。 

  32ページを御覧ください。４款１項２目予防

費、予防接種事業1,611万7,000円の減額及びが

ん検診等委託事業210万1,000円の減額は、それ

ぞれ事業実績に合わせて調整するものです。 

  33ページを御覧ください。３目環境衛生費、

にしわが斎苑管理運営費128万7,000円の増額

は、主燃炉、再燃炉のセラミックコーティング

などを行うものです。 

  ６目健康づくり推進費、一日人間ドック事業

250万円の減額は、事業実績に合わせ調整する

ものです。 

  ２項清掃費1,112万2,000円の減額の主なもの

は、岩手中部広域行政組合負担金及び北上地区

広域行政組合分賦金の確定によるものです。 

  34ページを御覧ください。６款１項３目農業

振興費、地域おこし協力隊招聘事業 2 8 4万

8,000円の減額は、農業分野への応募がなかっ

たため、地域おこし協力隊員１名分を減額する

ものです。 

  稲発酵粗飼料生産体制整備事業 3,445万

4,000円の増額は、ホールクロップ収穫機及び

ホイールローダーの購入に対し補助を行うもの

です。 

  35ページを御覧ください。機構集積協力金交

付事業1,197万4,000円の増額は、農地集積を実

施した農地の担い手に対して集積実績に応じて

協力金等を交付するものです。 

  ５目農地費については、県営事業、中山間地

域等直接支払事業及び多面的機能支払い事業の

事業費確定により、負担金、補助金合わせて

5,120万1,000円を減額するものです。 

  36ページを御覧ください。２項２目林業振興

費、民有林整備促進事業327万7,000円の減額は、

地域林政アドバイザーに係る人件費の減額が主

なものです。 

  38ページを御覧ください。７款１項３目観光

費、観光協会助成事業147万6,000円の減額は、

西和賀町観光協会補助金の精査によるもので

す。 

  地域おこし協力隊招聘事業724万9,000円の減

額は、観光分野で地域おこし協力隊員２名の募

集をしたところですが、１名の採用となったこ

とから、１名分を減額するものです。 

  39ページを御覧ください。川をいかしたまち

づくり事業490万4,000円の減額の主なものは、

事業内容の再検討によりやな場設置を取りやめ

たことによるものです。 

  40ページを御覧ください。８款２項２目道路

維持費2,070万6,000円の減額の主なものは、道

路環境整備事業、41ページ、道路施設点検事業

及びトンネル改修事業の事業費の確定に伴うも

のです。 

  ３目道路除雪費、道路除雪総務費7,052万円の

増額及び42ページ、道路除雪車両管理費1,154万

3,000円の増額は、今期の降雪状況並びに除排

雪に係る費用の執行状況を踏まえ、今後必要と

なる費用について精査を行ったものです。 
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  地域おこし協力隊招聘事業535万1,000円の減

額は、道路除雪業務で地域おこし協力隊員１名

の募集をしたところですが、応募がなかったた

め減額を行うものです。 

  43ページを御覧ください。５目橋りょう費、

橋梁改修事業160万8,000円の減額及び44ペー

ジ、５項１目住宅管理費、公営住宅改善事業

426万3,000円の減額は、それぞれ事業費の確定

によるものです。 

  45ページを御覧ください。９款１項４目防災

対策費、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）

改修事業については、事業費の確定により209万

円を減額するものです。 

  46ページを御覧ください。10款２項１目学校

管理費、小学校施設管理費1,260万5,000円の増

額は、国の補正予算に伴い特別教室エアコン設

置工事を行うものです。 

  48ページを御覧ください。３項１目学校管理

費、中学校施設管理費1,844万7,000円の増額は、

国の補正予算に伴い特別教室エアコン設置工事

及び体育館トイレ改修工事を行うものです。 

  50ページを御覧ください。４項２目公民館費、

旧公民館管理費634万7,000円の減額は、旧公民

館解体工事及びゆだ高原駅合築施設建築工事負

担金の事業費確定による減額が主なものです。 

  次に、歳入ですが、16ページを御覧ください。

１款１項町民税は、個人の所得の伸び等により

540万円を増額するものです。 

  ４項町たばこ税は、たばこの小売本数が減少

したことなどにより195万5,000円を減額するも

のです。 

  11款１項地方特例交付金は、町民税の定額減

税に伴う減収分の交付などにより 1 , 2 3 6万

6,000円を増額するものです。 

  12款１項地方交付税１億7,643万6,000円の増

額は、普通交付税及び特別交付税の交付実績に

合わせ計上を行うものです。 

  1 4款１項１目農林水産業費分担金 232万

3,000円の減額は、下前地区の県営水利施設等

保全高度化事業の県事業費の確定によるもので

す。 

  ２項６目１節土木管理費負担金481万円の増

額は、公益財団法人岩手県土木技術振興協会へ

の職員派遣に伴う人件費負担金であります。 

  17ページを御覧ください。15款２項２目２節

清掃費手数料は、し尿くみ取り実績に基づき、

今後の収納見込みを精査し、100万円を減額す

るものです。 

  16款１項１目民生費国庫負担金143万8,000円

の減額は、各事業の事業費の確定によるもので

す。 

  ２項１目総務費国庫補助金は、特定空家解体

工事の財源として空き家対策総合支援事業費

759万円を見込むものです。 

  ４目、土木費国庫補助金については、橋梁改

修事業費ほか各事業の事業費確定に伴い760万

6,000円を減額するものです。 

  ５目教育費国庫補助金については、小学校及

び中学校の施設管理費の財源として、学校施設

環境改善交付金を小中学校合わせて 9 9 0万

6,000円を増額するものです。 

  18ページを御覧ください。17款県支出金のう

ち、２項４目、農地中間管理事業等促進関連事

業費1,197万4,000円は、歳出で説明した機構集

積協力金交付事業の財源として増額するもので

す。 

  このほかの１項県負担金から19ページ、３項

委託金までは、それぞれの事業実績等に合わせ

調整するものです。 

  18款２項２目物品売払収入484万8,000円の増

額は、公用車公売による売払収入であります。 

  19款１項１目２節ふるさと納税については、

がんばる西和賀応援寄附金の寄附額の実績を踏

まえ、今後の寄附額の見込みを精査し2,000万

円を増額するものです。 

  20ページを御覧ください。20款１項１目基金

繰入金については、普通交付税額等の確定に伴

い、財政調整基金からの繰入金1,056万9,000円
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の減額及び稲発酵粗飼料生産体制整備事業の財

源として、農業みらいづくり基金から3,445万

4,000円の繰入れの増額を行うものです。 

  22款４項１目雑入については、建物災害共済

金348万9,000円の増額、新型コロナ定期接種ワ

クチン確保事業に対する助成金913万円の減額

が主なものです。 

  23款町債については、各事業の事業完了、事

業実績等に合わせ、調整を行うものです。 

  ６ページ、７ページを御覧ください。第２表、

繰越明許費になります。翌年度への繰越事業を

15事業とし、翌年度への繰越額の合計を２億

5,772万3,000円とするものです。繰越使用を必

要とする理由は、56ページから58ページに記載

の令和６年度繰越明許費繰越見積調書のとおり

でありますので、後ほどご確認をいただきたい

と思います。 

  ８ページを御覧ください。第３表、債務負担

行為補正は、令和６年度中小企業振興資金融資

に伴う利子補給事業を追加するもので、期間は

令和７年度から令和17年度までとし、限度額を

477万5,000円とするものです。 

  ９ページから13ページまでは、第４表、地方

債補正になります。追加が４事業、限度額を

3,420万円とし、変更が15件で、変更内容につ

いては各事業の精査により限度額の調整を行う

ものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますようお願いいた

します。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  ここで11時まで休憩いたします。 

午前１０時５１分 休   憩 

午前１１時００分 再   開 

議長  休憩を解き会議を再開いたします。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

  真嶋実君。 

２番  よろしくお願いします。まず最初に、一

般会計のＰ25、拠点施設整備基本構想・基本計

画策定業務委託料については、まず 3 2 6万

7,000円の減額、それに対して複合拠点施設、

以下同様の業務委託料で1,100万円が増額にな

っておりますけれども、業務委託の内容、それ

から今回補正になった理由をお聞かせいただき

たいと思います。 

  次に、４款の衛生費に入ります。32ページ、

予防接種事業の委託料が1,591万7,000円の減額

で、私当初予算のほうを見たところ1,359万

7,000円というふうに見たのですけれども、当

初予算よりも減額が大きいようで、私の見間違

いであるのか、あるいは途中一度補正がかかっ

た上でこういう金額になったのか、いずれにし

てもかなり大きな金額の減額補正になっている

ということで、その点。 

  加えて、次、同じく32ページのがん検診事業

も210万1,000円の減額、これが当初でいくと

860万ほどの当初予算、それから32ページの人

間ドックについては250万の減額で、当初が928万

円の予算ということで、それぞれの予防検診関

係ですけれども、過去実績と目標設定について、

この差額が出てきたことについてお伺いします。 

  続いて、６款の農林ですけれども、37ページ、

多面的機能支払交付金が2,939万8,000円の減額

で、当初予算、私が見たところでは１億2,447万

7,000円ということでしたけれども、これもか

なり大きな金額の減額になっておりますので、

理由をお聞かせいただきたい。 

  ７款商工、38ページ、西和賀町観光協会の補

助金について、147万6,000円の減額ですけれど

も、先ほど精査した結果だということでしたけ

れども、精査内容をお知らせいただきたい。 

  ８款の土木費、44ページ、町営川舟団地改修

工事が当初予算が4,551万8,000円に対して

416万2,000円の減額でしたけれども、当初の予

定との違いがどのようになっているか、お聞か

せいただきたい。 

  続いて、10款教育費で47ページの小学校管理
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での工事請負費、エアコンと地下タンクという

ことになっていましたけれども、 1 , 2 7 8万

2,000円、そして48ページの中学校で同じく工

事請負費が1,868万7,000円の増額となっており

ます。これは、国の交付決定等があったという

ことですが、かなり大きな金額で、地域の実情

とこのエアコンが見合ったものなのかというこ

とを含めて伺いたいなと思います。 

  以上です。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 お答えいたします。 

  25ページの拠点施設整備基本構想・基本計画

策定支援業務委託料326万7,000円の減額、それ

から新たに複合拠点施設整備基本構想・基本計

画策定業務委託料1,100万円の増額につきまし

てご説明いたします。まず、減額した拠点施設

整備基本構想・基本計画策定支援業務委託料で

すが、こちらは12月の補正予算で計上させてい

ただいたものであります。12月補正予算を編成

した時点では、拠点施設単独での整備を目指し

て、かつ年度内に業務が完了できる範囲での予

算措置をしたところでありました。その後、拠

点施設整備のあり方などについて再検討を行わ

なければならない事情が発生したことから、所

要の調整を図り、商業施設などとの併設による

相乗効果に期待が持てる複合拠点施設として整

備する方針が固まったことから、今回所要の予

算措置をお願いするものでございます。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私のほうからは、38ペ

ージの観光協会補助金147万6,000円の減額につ

いてでございます。こちらにつきましては、令

和５年度の協会の決算のほうも確認したところ、

まず補助金額よりも支出のほうが減少している

というか、少なかったという結果がございまし

た。繰越額が大きくなっているということがま

ず分かり、内容を確認したところ、中身として

は人件費１人分の職員が減少していたという部

分であったりとか、あとは事業としては着地型

の観光商品の、そういう造成事業という部分に

ついても計画よりも少ない実施に終わったとい

うようなところからの精算による減額を６年度

に補助金から減額させていただくという対応を

したものです。 

  以上です。 

議長  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、ちょっと順番ではない

のですけれども、８款の減額についてお話をさ

せていただきます。 

  ページ数、44ページでございます。８款５項

１目住宅管理費の中の工事請負費416万2,000円

の減額の理由ということでございます。内容と

しては、町営川舟団地改修工事と川舟団地特定

公共住宅の改修工事、２件の工事に関わる減と

いうことになります。住宅改修につきましては、

長期の住宅の改修事業に伴って、年次ごとに進

めてきているところでございますが、いずれ当

初設計、当初積算に比べての入札残、もしくは

工事終了後の残に伴い変更契約をしております

ので、そういった部分で執行残が出たというこ

とでございます。 

議長  学務課長。 

学務課長 それでは、私からは、47ページ、48ペ

ージの小中学校のエアコンの特別教室設置工事

についてお答えしたいと思います。 

  こちらのほうは、学校施設環境整備交付金を

活用して小中学校の特別教室にエアコンを設置

するということで、補助率３分の１、残り起債

をという形になります。特別教室ということで、

図書室、家庭科室、理科室、音楽室等に設置す

るということになります。普通教室については、

もう既に設置済みということになります。状況

的には、西和賀といえども、近年猛暑がという

状況でありまして、子供たちの環境整備のため

に、やっぱり特別教室のほうにも設置を望む声

が大きいというところでした。今回、国のほう

の交付金を活用して特別教室のほうにも設置し

たいという内容になります。 



- 39 - 

  以上です。 

議長  農林課長。 

農林課長 ご質問ありがとうございます。６款１

項５目農地費のページで35ページ、下から４番

目の多面的機能支払交付金2,939万8,000円の減

額についてでございますけれども、こちらにつ

いては町内の全ての組合の事業が終わって、そ

の残額というか、確定したことによるものと、

あとは当初計画で長寿命化計画の部分について

計画として上げたものが、国の予算の都合で減

額になったということも影響しているというこ

とで担当のほうからは伺っております。 

  以上です。 

議長  健康福祉課長。 

健康福祉課長 健康福祉課からは、32ページにあ

ります４款の２目予防費の予防接種事業、それ

からがん検診委託事業、そして33ページの一日

人間ドック事業についてのご質問についてお答

えしたいと思います。 

  まず、予防接種事業につきましては、当初予

算の計上した額につきましては、先ほど議員が

おっしゃった1,400万ほどの事業になっており

ます。その後、９月補正と12月補正をして増額

をしておりまして、現在の金額が3,400万ほど

予算計上しているような状況になります。当初

につきまして、今回新型コロナウイルスワクチ

ン接種につきまして、健康福祉課としては高齢

者のインフルエンザワクチンの予防接種が、65歳

以上の接種率が約４割でしたので、当初予算で

は４割計上させていただいたところです。その

後、国のほうから予防接種の助成金として

8,300円、助成金入ってくるのですけれども、

そちらのほうからの指示で昨年度の接種率並み

に予算を計上してほしいというふうなお話があ

りましたので、９月補正の際に、西和賀町のコ

ロナのワクチン接種の接種率が約７割でしたの

で、差額分の３割ほどを９月で補正させていた

だいたところです。 

  そのほか12月なのですけれども、新型コロナ

ウイルスのワクチン接種の返還金としまして

300万ちょっとの予算を増額補正をしていると

ころになります。 

  今回、予防接種の減額の1,600万程度の減額に

ついてお答えしたいと思います。こちらの予防

接種に関しましては、お子様に対する予防接種、

それから子宮頸がんの関係の接種、そして高齢

者のインフルエンザワクチン、そして新型コロ

ナのワクチンの予防接種のそれぞれの委託料で

あったり、扶助費などの助成額について計上し

ておりますが、おおむね接種の見込みが大体つ

いてきたことによりまして減額をするものにな

ります。一番大きいところですと、やはり新型

コロナウイルスのワクチン接種の接種率が低い

状況にあるということで、そちらについて、ま

ず大きく減額をしておりますし、そして子宮頸

がんワクチンにつきましても、まず何回かに分

けて対象者の方にはご案内はしているところで

すが、キャッチアップということで年齢が、接

種期間中に受けられなかった方々が結構おりま

したので、その分の予算を確保させていただい

たので、ちょっと多めに予算を置いていたとい

うこともありまして、その分についてもかなり

減額をしているところになります。 

  そして、続きまして、あとがん検診等の委託

事業についてに関しましては、基本的にはその

年度の対象者がおおむね受けられるというとこ

ろの人数を把握しております。それから、あと

前年度並みの検診の率ということもあります。 

  そして、乳がん検診と子宮頸がん検診につき

ましては、２年に１回の検診になりますので、

そちらについては２年に１回の接種の対象の方

を算定をして、その前々年度の実績を踏まえな

がら、当初予算は計上しております。一応見て

はいますけれども、おおむねぎりぎりの予算を

確保というわけではなくて、少し多めに予算計

上しているところもありますので、そちらにつ

いて当初予算では計上し、あとはがん検診、お

おむね実績が出てきておりますので、その分減
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額補正をしているところになります。 

  そして、一日人間ドック事業につきましては、

当初予算では300人程度の予算を計上しており

まして、まず２月でおおむね一日人間ドック事

業終了しますので、そちらの対象が200人弱に

なりましたので、そちらについての減額をして

いるというところになります。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございます。では、順に確認

していきたいと思いますけれども、まず拠点施

設関係についてですけれども、これまでも名称

が異なるかもしれませんが、実態としては道の

駅というようなことでの調査事業などが過去に

行われてきたように認識しておりますけれども、

そういう委託事業の積み上げ成果を踏まえた形

で、きちんと今回の策定事業に結びついている

ものかどうかというのをお伺いします。 

  それから、衛生費の関係で予防接種事業でご

ざいますけれども、ポストコロナということで

かなり変動、国の計上指示があったということ

等々は理解しましたが、やはりかなり金額の大

きな違いになっておりますので、そこのところ

をもうちょっと精査が必要ではないかなと思い

ますが、そこの確認、そして下の健診、人間ド

ックについては、目標を目指すというところに

ついての実際実施に向けての呼びかけ等々が十

分なされていたかどうかの確認をさせていただ

きたいと思います。 

  続いて、農林関係でございますけれども、あ

る程度の理由は説明されましたが、昨年の実績

と比べて多面的機能に対する支払いが実際減っ

ているのかどうなのかというような部分でのち

ょっと理解が私先ほどではできなかったので、

伺いたいなと思います。 

  それから、観光についてはなかなか、やらな

ければならない観光の仕事はたくさんあったか

と思うのですけれども、ちょっとそこで実際の

決算として減になったということは、特にも観

光協会はたしか町のほうからも人の派遣等があ

る中で実施していたかと思いますけれども、そ

この進行の確認等は十分なされていたのかとい

うことをお伺いします。 

  あとは、川舟団地については、実際施工済み

でということですので、繰延べとか、そういう

ところで取り残しがないのかということを一応

念のために確認、改修については十分、当初の

予定どおり年度内になされたのですねという確

認をさせていただきたいと思います。 

  それから、教育の関係についてで言うと、私

の印象としては、地域の実情でいくと冷と暖の

機能の比率、もともと特別教室等は暖房の施設

は当然あったかと思いますので、そういうこと

を踏まえて、国の仕組みということで、なかな

か手続難しいかとは思いますけれども、先ほど

も言いましたように、地域の実情、実態と即し

た実施がされているのかというのをもう一度確

認させていただきたいと思います。 

  以上です。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 25ページの複合拠点施設整備基本

構想・基本計画策定業務委託料に関してのご質

問にお答えいたします。 

  たしか令和４年度に道の駅の移転関係の調査

業務でこういった業務委託料として業務委託を

実施してございます。今回の複合拠点施設とい

うのは、その際の検討からまた再検討というこ

とで、直接はそのときの業務委託に基づいたも

のではございません。改めて、方針が変わりま

したので、新規の複合拠点施設整備として今回

業務委託料をお願いするものでございます。 

議長  真嶋さん、先ほどの質問で確認すると言

っていましたけれども、確認というのは各課の

ほうで精査した中でこれが必要だということで、

この補正で修正なりやっているわけで、先ほど、

例えば農林課の部分についても、多面的なんか

については見込みでやるのですけれども、県の

ほうで補助金が確定すると減額になるのです。
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そうなるために、こういうことが出てくるので、

確認という質問はちょっとまずいなと思います

ので、担当課のほうで答えられる部分で答える

しかないと思いますけれども、全て確認した上

で出しているはずなので、それについてはご理

解ください。 

  次に、観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  観光協会の補助金の分ですけれども、事業に

つきましては、おおむね計画どおりに実施され

たものと思いますが、職員を採用できなかった

期間というのがございましたので、その分が減

額という部分になっている大きな要因となりま

す。 

  以上です。 

議長  建設水道課長。 

建設水道課長 住宅改修について、年度内の完了

が予定どおり進んでいるかというようなことで

ございます。全て工事は終わっておりまして、

支払いも完了しております。住宅にかかわらず、

道路、橋梁、トンネル等々、様々な改修工事を

現在行っておりますけれども、当初予算につい

て国庫補助金等、決定、内示があったものにつ

いて補正の中で補助金の歳入と起債の関係も調

整をさせていただきながら、入札残や出来高に

応じて契約変更を行いますので、最終的な金額

に応じて歳出予算と、さらに歳入についても調

整をさせていただいておるのが、この３月議会

において提案をさせていただいている内容でご

ざいます。 

議長  農林課長。 

農林課長 多面的機能支払交付金の前年度との違

いとなりますけれども、今年度から新しい取組

が始まっておりまして、中身もちょっと変わっ

ておりますので、令和５年度に比べると６年度

は下がっているというような状況にございます。 

  以上です。 

議長  健康福祉課長。 

健康福祉課長 予防接種事業につきましては、一

番は確かにコロナの予防接種の接種率が思うよ

うに進まなかったということでありますし、金

額についてもまず実績見込みを確認しながら精

査をして、減額をしたところになります。 

  そして、あと一日人間ドック事業につきまし

ては、保健委員を通じて、例年２月に保健委員

の会議を実施しまして、個々に皆さんにお手紙

を差し上げながら、一日人間ドックの周知をし

ているところになります。年々人口減少ととも

に、社会保険に加入されていて検診を職場で受

けている方も確かに多くなってきているという

こともありますので、一日人間ドックの実施の

人数は、若干ずつですが、減ってきているとこ

ろです。そういうところも踏まえまして、年齢

の拡大を今年度検討しまして、来年度は65歳か

ら70歳まで引き上げて実施を考えているところ

ですし、引き続き周知については図ってまいり

たいと考えております。 

議長  学務課長。 

学務課長 特別教室のエアコン設置についてお答

えいたします。 

  先ほど説明部分と重なってしまうところあり

ますけれども、当然特別教室も暖房設備はあり

ます。ただ、やはり図書室とか家庭科室とか理

科室とか音楽室、当然活動も多い教室になりま

す。今の西和賀の状況も暑さが増してきている

という状況で、授業のためにエアコンを設置し

て、子供たちのためにということで行いたい事

業になります。 

  以上です。 

議長  真嶋実君。 

２番  ありがとうございました。今までの２問

で上げなかった点ですけれども、３問目という

ことで、もう一つ、25ページから幾つかのペー

ジでまたがっている部分ですけれども、地域お

こし協力隊の運営業務委託について、幾つかの

会計勘定のところで減額になっておりまして、

一番最初の町長の説明では2,000万ぐらい、二

千……ちょっと正確な数字はあれですが、全体
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での減額数字もご紹介いただいていたのですけ

れども、私としては地域おこし協力隊の全体の

事業としてもう少し実態が分かるような、当初

トータルで何人を予定していたのが結局何人が

配属になったとか、本当であればそれぞれのど

の部門でどうなっていたかというのが一目して

分かるような説明いただければいいのですけれ

ども、ちょっとそこまでは難しいかもしれませ

んが、今お聞きできるところとしては総体とし

て何人を予定していたところが何人になって、

当初の予定が幾らだったのが幾ら減額になった

のかというようなところで教えていただきたい

と思います。 

議長  ちなみに、３回目になりますので、この

次はなしで。 

  企画財政課長。 

企画財政課長 冒頭で私のほうからは、提案理由

の中で触れさせていただきましたが、全体で何

人募集したのに対して何人応募があって、何人

分の予算を減額したという、今資料ちょっと手

元に用意してございませんので、できれば会期

中に資料提供させていただきたいと思います。

申し訳ございません。 

議長  髙橋宏君。 

８番  私から３点です。私も25ページの複合拠

点施設の基本構想についてですけれども、委託

の内容に場所についての検討も含まれているの

か。 

  続いて、34ページ、稲発酵粗飼料生産体制整

備について、これ歳入のほうで、農業みらいづ

くり基金を使用してということだと思うのです

けれども、昨年９月決算のときに農業みらいづ

くり基金の使用について質問したところ、まだ

具体的な検討はないということだったのですけ

れども、どのような経緯で今回この補正になっ

たのか、機械を買うということだったのですけ

れども、委託管理をどこに持っていくのかとい

う点です。 

  あと、39ページの川をいかしたまちづくりで、

やな場の設置を取りやめたということだったの

ですけれども、当初予算でも、私、鮎を想定し

たやな場ということだったのですけれども、カ

ワウがいて、もうほとんど鮎がいないのではな

いかという話をいたしました。当然そういうこ

とでの設置断念だと思うのですけれども、当初

から設置に向けてどのような対策を取られたの

かについてお伺いいたします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 25ページの複合拠点施設整備基本

構想・基本計画策定業務につきましてお答えい

たします。 

  この業務の中に、場所の選定等含まれるのか

というご質問でございましたが、当然基本構想

の中で、そういった整備箇所の選定を行うこと

になるものと思っております。町とすれば、候

補地がございますけれども、候補地の根拠とな

る、裏づけとなる妥当性、合理性等々、整理し

ていただくことになるかと思っております。 

議長  農林課長。 

農林課長 ありがとうございます。34ページの稲

発酵粗飼料生産体制整備事業のことについてお

答えをしたいと思います。 

  まず、農業みらいづくり基金を活用すること

になるのですけれども、昨年の答弁の際には、

使い道については特にまだ考えていないという

ような答弁をしております。その後、いろいろ

な経緯がございまして、これを使った活動をし

ていきたいというふうに考えているわけですけ

れども、ちなみに西和賀町稲発酵粗飼料研究会

に対してホールクロップサイレージ、これの専

用コンバイン等の導入に対しての補助となりま

す。研究会の設立の経緯と目的についてですけ

れども、ＷＣＳ、ホールクロップサイレージの

町内の栽培につきましては、平成23年度から始

まりまして、徐々に面積を増やし、平成29年度

から令和３年度まで50ヘクタール前後で推移し

てきております。また、水張り５年問題もあり

まして、令和４年度67ヘクタール、５年度78ヘ
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クタール、６年度101ヘクタールと面積が増加

しております。 

  しかしながら、栽培管理や販売先、作業機械

の高騰等の問題が多くて、決して生産性が高い

状況ではありませんでした。このことによりま

して、令和４年度より全農県本部及び県の農業

改良普及西和賀サブセンターの協力もあり、本

町の経営体が令和４年度から令和６年度までの

３年間、実証実験を行って、品種による栄養価

の調査、刈取り適期の調査等、作物の作業分散

等の検証を実施してきております。 

  一方、輸入飼料の高騰や価格低迷により畜産

農家の経営が年々厳しくなり、自給飼料対策が

大きな課題となっております。また、ＹＵＤＡ

ミルクが酪農経営を開始しており、将来的に

500頭規模の経営を目指すことを明示しており、

飼料対策としてＷＣＳ用苗の活用も柱の一つと

しております。 

  こうしたことから、耕畜経営体の連携による

ＷＣＳ用苗の栽培体系を確立することにより、

水田活用の効率化と農業所得の向上を目指し

て、新たに西和賀町稲発酵粗飼料研究会、こち

らを立ち上げ、調査研究を行うこととなったも

のでございます。 

  以上です。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 それでは、私は、39ページの川を

いかしたまちづくり事業の減額についてお答え

いたします。 

  こちらにつきましては、議員からもご指摘が

ありましたけれども、まず６年度の予算につき

ましては、かわまちづくり計画を策定した際の

予算額という部分を基に措置をしたということ

でございましたけれども、６年度においてかわ

まちづくり協議会という中で、そういうふうな

やな場の話をした中で、メンバーにいる漁業関

係者の方もいるのですが、その中からも実際こ

の額では到底やな場の設置というのはできるも

のではないというような意見も出されたところ

がございます。候補地の調査なども行った中で、

そういうふうな発言もございまして、基本とし

てかわまちづくり事業については当初の計画額

を超えない、その中で最小限で最大の効果とい

うようなところを目指してやってきている事業

でございますので、そこからまだ話合いが進ん

でこなかったというのが実情でございます。そ

のようなことから、６年度予算を減額させてい

ただくというふうなことでございます。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  複合拠点施設については了解しました。 

  稲発酵粗飼料についてですけれども、ホール

クロップの生産が増えてきて、町内には２台し

か専用機械がないので、これを町として購入す

るということ自体には私も賛成ですし、ありが

たいと思っておりますけれども、今ある機械、

今回の予算ではローダーも含めて１台というこ

とだと思うのですけれども、今ある２台も非常

に老朽化しておりまして、１台だけの購入とな

りますと、結局その更新に充てられただけで、

この面積対応に本当にしていけるものかという

点と、あとは当初予算ではなく今補正に出した

のはどういうことなのかという点。 

  あと、川をいかしたまちづくりのやな場につ

いては、先ほど言いましたように、鮎がそもそ

もいないということではなかったのか。もし、

だとすると、私はカワウ対策をこれから取ると

いうか、そういう対策も取ったけれども、やは

りやな場はできなかったということなのか。今

の説明ですと、そもそもこの金額では無理とい

うような話もあったのですけれども、カワウに

ついての対策というのはまた別なことなのか、

その点についてお伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 ご質問にお答えしたいと思います。 

  機械の関係ですけれども、現在町内の事業体

の機械が古くなってと、その代替ではないのか

ということだと思うのですけれども、町内にお
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いて機械が不足しているというのは確かにその

状況にございます。このことから、今回機械導

入について町が協力をしたいということになり

ます。 

  あと、研究会が目的としているＷＣＳ用苗の

栽培調査研究及び機械作業の効率化等の検証を

目的とした活動には、特に影響はないものと捉

えております。 

  町内事業体が所有の機械についてですけれど

も、確かに古くはなっているのですけれども、

現在使えないというわけではないというような

状況にございました。 

  あと、当初ではなくて３月補正予算のほうに

上げた理由ということなのですけれども、来年

度、令和７年の今年の８月のホールクロップサ

イレージ、ＷＣＳの刈取りに間に合うように導

入することを目的としているということです。

機械の導入には、どうしても時間が必要ですの

で、少しでも早い時期の実施のために、３月補

正予算に計上させていただいたということでご

ざいます。 

  あと、そのほかにこの時期になった理由です

けれども、当初県の補助事業等も考えて、県と

もいろいろやり取りをしておりましたけれども、

なかなか県の事業を使うとなると調査研究とい

うよりはもう規模拡大で、とにかく面積をこな

すというような話になってしまって、なかなか

採択が難しいということがどうしてもありまし

た。その話もしておりましたし、あとは西和賀

町稲発酵粗飼料研究会の体制づくり、こちらも

今年度行っていたということもあって、なかな

かやっぱり時間を要してしまって、この時期に

なったということでございます。いずれ調査研

究を重ねて、体制が出来上がってくれば、今度

は補助事業等を使って規模拡大を目指していく

というような形となります。 

  以上です。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  鮎がいるかいないかの調査という部分ですが、

まず当課といたしましては鮎が放流されている

という部分については把握しておりまして、い

ずれ適地というか候補地の部分で、実際に捕れ

るかどうかというのは、それは確かに調査をし

てみるという必要性が実施の段階ではあるのだ

と思います。ただ、今回それ以前の話といたし

まして、適地において鮎のやな場を設置すると

なった場合には、やっぱり多額の費用がかかる

というような部分の発言があったものですから、

まずそこでの判断が先になったというようなと

ころはございます。計画を吟味して進めるべき

であったというふうに反省はしているところで

ございます。 

  以上です。 

議長  髙橋宏君。 

８番  やな場についてですけれども、当初説明

されたときには、400万というのは結局、毎年、

当然雪が多いですから、設置して撤去、設置し

て撤去のための予算ということと理解している

のですけれども、その方針については変わらず

やっていくということなのでしょうか。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 その方針というものにつきまして

も、実際維持管理というような面でどれだけか

かっていくのかとか、そういうやり方が本当に

効果的なのかという部分についても、実際のと

ころを本当に吟味して検討してきたというよう

な部分がなく、当初の計画で予算を措置したと

いうような反省に基づいておりますので、まず

は一度白紙に戻させていただいてということで

ございます。 

  以上です。 

議長  刈田敏君。 

１１番 51ページの公民館費のことで１点お伺い

しておきます。 

  工事請負費の減額、この詳細と、それから加

えてゆだ高原駅の減築工事の内容と総額、分か

ればお願いします。 
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議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 それでは、公民館費の工事請負費

減額の内容と補助金の減額の内容、詳細につき

ましてお答えしたいと思います。 

  工事請負費460万円の減額の内容でございま

すけれども、まず４館の解体ということで、草

井沢公民館と下左草公民館、本屋敷公民館と鷲

之巣公民館、この４館の解体の残額、工事残、

執行残が19万8,000円、それから湯の沢公民館

の解体予定しておりました。これ結局予算が足

りなくてできなかったのですけれども、それが

565万6,200円を予算として予定していたもの、

それからアスベストの検査料として執行残が

17万6,000円あるということでございます。そ

して、新たにということでございますけれども、

工事をする過程でアスベストの処理料が発生を

したというものがありまして、これの総額が133万

5,400円となっております。４款の工事費の執

行残と湯の沢公民館解体の予算残、アスベスト

の検査料の執行残から新たに発生したアスベス

ト処理料、これを減額をしたものの残りが469万

4,800円となっておりまして、そのうちの469万

円を減額するというものが内容でございます。 

  続きまして、ゆだ駅前の公民館の減築でござ

いますけれども、ＪＲの所有する部分と、それ

から公民館の部分の合築になっておりますけれ

ども、公民館部分に関して解体をするというこ

とでございまして、金額として確定したものが

1,768万8,635円ということとなっております。

その予算差額の167万4,000円を減額するという

ものが内容でございます。 

  以上でございます。 

議長  刈田敏君。 

１１番 ゆだ高原駅の公民館部分ですけれども、

工事内容としては、公民館部分を壊して、その

境を、外壁を直したということでいいのか。中

については、全然手かけないで、その工事が

1,700万ということでよろしいですか。 

議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 お答えします。 

  公民館の部分をしっかり解体をしてしまって、

駅舎のみを残すということでございます。当然

外壁の補強ですとか、必要な、全部そのまま壊

してしまうと、駅舎の強度というものが保てな

いということがありますので、強度を保つとい

う部分を含めての工事という内容になっていま

す。 

  以上です。 

議長  唐仁原俊博君。 

６番  先ほどのやな場についてなのですけれど

も、一旦計画を白紙にして、今後同じ槻沢のエ

リアでどういうふうな活用をできるかというこ

とを検討していくみたいな形になるのでしょう

か。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 お答えいたします。 

  協議会で出された発言を基にしながら、そう

いう予算的な部分では無理だというふうに判断

いたしましたし、かわまちづくりという事業の

中での検討をこれからすると考えた場合も、実

際に財源の確保ですとか、そういう部分がはっ

きりしないとできない。先ほど意見に出されま

した鮎が実際にいるかどうかというような、ま

ずそういうふうな調査というのもあると思いま

す。ただ、いずれかわまちづくり事業計画でこ

れまで計画してきたものが計画の予算に基づい

て執行していくという流れからいくと、やな場

自体を事業の中で検討していくというのは、ち

ょっとこれは難しいというか、できないという

ふうには考えています。 

  以上です。 

議長  唐仁原俊博君。 

６番  ということは、今後想定されることとし

ては、エリアをつないで川と親しむみたいなの

を町内に点在させてという計画だったと思いま

すけれども、もう既にやな場のところで言うと、

下りる道に関しては多少整備が進んだと思いま

すけれども、そこをさらに手を入れるか、もし
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くはちょっとここに関して取りやめようとかと

いう展開もあり得るでしょうか。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 かわまちづくり事業計画につきま

しては、４つの地点で今湯本が整備を終え、上

野々につきましては国の整備がまだ残っている

という部分があって、それが終わると上野々に

つきましても工事は終了、あとは無地内と天ケ

瀬というような形で進めていく考えでございま

す。やな場につきましては、湯本エリアという

ようなことで計画の中には盛り込んでいました

が、そういう状況の中で事業内容というものを

精査しながら、やめるものはやめていくという

形で進めてきております。そのようなことから

も、かわまちづくり事業としてはこれから湯本

エリアについて新たに何をするとか、なくする

とかというような部分はございません。 

  以上です。 

議長  中村ひとみさん。 

４番  私からは、36ページの林業振興費のこち

らのほう、民有林整備促進事業、地域林政アド

バイザーの報酬の減額ですけれども、地域林政

アドバイザーの業務内容と、あとは減額の理由

を教えていただけますか。 

  あともう一つ、56ページの繰越明許費の商工

費の商工振興費臨時事業ですけれども、これは

理由に年度内に事業完了が見込めないとありま

すけれども、これはもともとそもそも当初計画

していたことがあったのか、内容をお聞きいた

します。 

  以上です。 

議長  農林課長。 

農林課長 ご質問ありがとうございます。36ペー

ジの林業振興費、民有林整備促進事業の地域林

政アドバイザーの減額についてですけれども、

まず地域林政アドバイザーの業務ですけれども、

正直これをやるというようなものが決まってい

るわけではないのですけれども、林業分野とい

うのはどうしてもふだんほかの人たちが分から

ないところがすごく多い分野になっておりまし

て、それに林業の関係に精通した方、いろいろ

な中身に精通している方を招聘して、森林環境

譲与税をこれ活用しているのですけれども、入

ってきてもらって、民有林、町有林、そういっ

た山の管理のほうをお手伝いいただくと、指導

もいただくというような形を取っておりました。

令和５年度までお一人いたのですけれども、残

念ながら、昨年の３月末で退職をしてしまいま

して、その分がまず減額になったということに

なっております。 

  以上です。 

議長  観光商工課長。 

観光商工課長 私は、56ページの商工費の商工振

興費臨時事業についてお答えいたします。 

  商工振興費臨時事業1,200万円につきまして

は、西和賀町のエネルギーの価格高騰緊急支援

給付金ということで、２月の臨時議会において

専決処分ということで承認いただいた内容のも

のでございまして、要するに物価高騰において

光熱費とか燃料費が増加している事業者に対し

て給付を行いますが、判定基準といたしまして

は令和６年12月から令和７年３月と、前年度の

同月を比較してというようなことが必要になり

ますので、まず令和７年４月１日から事業者の

申請を受け付けるような形になるということで、

繰越しを行う必要があるというものでございま

す。 

  以上です。 

議長  中村ひとみさん。 

４番  観光振興の繰越明許費のほうは理解いた

しました。 

  戻りまして、林政アドバイザーのほうですけ

れども、令和５年度までいらして、退職された

と言いましたが、退職された理由を教えていた

だけますか。 

議長  農林課長。 

農林課長 退職した理由は、自己都合ということ

で、ちょっと分からないのですけれども、ただ
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その方、実は以前、地域おこし協力隊で入って

いらした方で、地域おこし協力隊が終わった後

に、いろいろと指導できるくらいの能力があり

ましたものですから、地域林政アドバイザーと

して残っていただきました。あと、その後、町

内に残って、今度は自分で山のほうの作業とか、

自分でも山を購入したりとかして作業されて、

今も私どもの森林環境教育とか、そういった事

業の中でお手伝いをいただいているということ

でございます。 

  以上です。 

議長  中村ひとみ君。 

４番  ありがとうございます。定年かと思って、

ちょっと聞いてみたところでした。これから高

齢化で、やはり民有地の管理というのが行き届

かなくなってくると思いますので、今後も諦め

ずに林政アドバイザーの確保を、お願いと言っ

たらあれですけれども、検討をするべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか。最後の

質問になります。 

議長  農林課長。 

農林課長 ご質問ありがとうございます。確かに

林政アドバイザーをまた招聘できれば非常にい

いなと思っているのですけれども、なかなか全

体的にある人手不足というか、そういったこと

もありますので、ただ例えばの話、県の職員を

退職された方とか、林業分野でずっとお仕事さ

れている方というのはやっぱりいらっしゃいま

すので、そういった方々で来ていただける方が

いれば、今後も検討していかなければならない

なと思っております。 

  以上です。 

議長  普本歌織君。 

３番  52ページ、10款教育費、５項保育園体育

費の中の地域スポーツ活動体制整備事業で、休

日部活動指導員謝金100万円の減額になってい

ますが、理由を教えていただきたいことと、地

域スポーツ活動の体制づくりを今進めていると

ころだと思うのですが、進捗をお願いします。 

議長  生涯学習課長。 

生涯学習課長 それでは、50ページの休日部活動

の指導員の謝金の減額について、理由を説明を

したいと思います。 

  休日部活動の指導ということでございまして、

名前のとおり、土曜日、日曜日に各部活の指導

ということで、地域の方が基本的には部活を指

導すると、先生ではなくてということでやって

いるのですけれども、その際に謝金をまずお支

払いをするということだったのですけれども、

当初計画よりも活動回数が減ったということで

の減額というのが理由ということになっており

ます。 

  それから、総合型の地域スポーツクラブの検

討状況ということでございますけれども、各関

係者を集めての研修会をしたりですとか、ある

いは設立に向けての話合い、専門家を招いての

研修会等もしましたけれども、そういったこと

をしながら、徐々に理解を深めてきたというこ

とでございます。令和７年度に総合型スポーツ

クラブ立ち上げたいということで、この場では

ないですけれども、当然来年度の予算の場所で

も詳しくこのお話をすることになろうかと思う

のですけれども、それに向けて取組を進めたい

ということで今動いているといった状況になっ

ております。 

  以上でございます。 

議長  北村嗣雄君。 

１番  私から１件お伺いします。 

  同僚議員が質問していますので、その分の以

外でちょっと確認というか、質問します。34ペ

ージの農業振興費の稲発酵粗飼料生産の補助事

業ですけれども、研究会という事業主体のよう

ですけれども、この研究会というのはいつ組織

というかできて、そして研究会に参加されてい

るというか、研究会の組織だとすればメンバー

とか、あるいは個人も参加されているのか、こ

の組織はどのような形で研究会ができたのか。 

  それから、事業補助金の予算計上ですけれど
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も、3,445万4,000円という、かなり明細に金額

が計上されているのですが、これの計上に当た

って機種の選定なり、あるいは見積りされる段

階でどのような、いわゆる措置を取ったのか。 

  それから、機種については、収穫の８月に向

けてということで今回の補正予算に計上された

ようですが、この機種が購入されて、では８月

の収穫期になった場合に、この機種がいわゆる

西和賀はホールクロップが今回拡大されてきて

いるけれども、どのように利用されるような状

況になるのか、その辺をお伺いします。 

議長  農林課長。 

農林課長 どうもありがとうございます。まず、

ご質問にお答えしたいと思います。 

  西和賀町発酵粗飼料稲栽培体制研究会の設立

についてですけれども、こちらについては令和

６年度に設立をされております。一応今のメン

バーでございますけれども、現会員は名前をち

ょっと言うのはあれなのですけれども、町内の

集落営農組織とか、あとは大規模な農業経営体

さん、それからあと全農いわて、そして町、そ

れから県、中部農業改良普及センター、あとは

西和賀サブセンター、あとＪＡいわて花巻、Ｙ

ＵＤＡミルクということになっております。 

  補助金の額についてですけれども、補助金の

額については、研究会のほうから金額は見積り

のほうを頂いておりまして、一応まずコンバイ

ンが１台、それからベールグラップルつきのロ

ーダーが２台ということの内訳で来ております。

まず、研究会のほうから今補正予算でご承認い

ただければ、８月に向けて作業のほうは何とか

できるだろうということのお話をいただいてお

りました。 

  利用状況というか、先ほどの同僚議員さんの

答弁にもお答えしたのですけれども、いずれ作

業の、事業をいっぱいたくさんやるというより

は、研究、収穫とか、あと品種、それから機械

を回したりとか作業のほう、そういったものの

検証をしていくというのが目的となっておりま

すので、当然収穫作業には使われるわけですけ

れども、そういったものをこの研究会の中でま

ずは情報を集めて、そして事業ができるように

組み立てていきたいというふうに考えておるも

のになります。 

  以上です。 

議長  ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第９号 令和６年度西和賀町一般会計補

正予算（第９号）についてを採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  昼食のためここで午後１時５分まで休憩いた

します。 

午後 零時０３分 休   憩 

午後 １時０５分 再   開 

議長  休憩を解き会議を再開いたします。 

  続いて、日程第10、議案第10号 令和６年度

西和賀町国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第10号 

令和６年度西和賀町国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について提案理由を申し上げま

す。 

  １ページを御覧ください。第１条、歳入歳出

予算の補正については、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ1,543万7,000円を追加し、歳
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入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億

9,390万9,000円にしようとするものです。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  健康福祉課長。 

健康福祉課長 それでは、補正予算の内容につい

て歳出から説明いたします。 

  ７ページを御覧ください。１款１項１目一般

管理費２万3,000円の増額、２項１目賦課徴収

費２万4,000円の増額は、年度末までの人件費

に不足が見込まれることから補正するものです。 

  ２款１項１目一般被保険者療養給付費

1,442万3,000円の増額は、療養給付費に不足が

見込まれることから補正するものです。 

  ３款１項１目一般被保険者医療給付費分は、

歳入の都道府県繰入金、保険基盤安定繰入金及

び未就学児均等割保険料繰入金の補正に伴い、

財源調整を行うものです。 

  ５款１項１目特定健康診査等事業費135万

4,000円の減額は、受診券等発送用封筒の購入

に係る経費の増額と事業の精査に伴う減額を調

整し、減額をするものです。 

  ６款１項１目財政調整基金積立金 2 2 6万

6,000円の増額は、歳入の国民健康保険税及び

基金利子の補正に伴い、財政調整基金に積み立

てるものです。 

  ８款２項１目繰出金５万5,000円の増額は、保

健事業の実績見込額を精査し、病院会計への繰

出金を増額するものです。 

  次に、歳入の説明ですが、６ページを御覧く

ださい。１款１項１目一般被保険者国民健康保

険税223万9,000円の増額、３款１項１目保険給

付費等交付金1,606万4,000円の増額及び４款１

項１目利子及び配当金２万7,000円の増額は、

収入見込額の精査により増額するものです。 

  ５款１項１目一般会計繰入金10万2,000円の

増額及び２項１目基金繰入金299万5,000円の減

額は、歳出で説明しました総務費、国民健康保

険事業費納付金及び保健事業費の補正に伴い、

財源を調整するものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますようよろしくお

願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第10号 令和６年度西和賀町国民健康保

険特別会計補正予算（第２号）についてを採決

します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第11、議案第11号 令和６年度

西和賀町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２号）についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第11号 

令和６年度西和賀町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）について提案理由を申し上げ

ます。 

  １ページを御覧ください。第１条、歳入歳出

予算の補正については、歳入歳出予算の総額に

歳入歳出それぞれ10万円を追加し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ１億55万9,000円

にしようとするものです。 

  歳入歳出の補正の款項の区分及び当該区分ご

との金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 

  それでは、補正予算の内容について歳出から

説明いたします。 

  ７ページを御覧ください。２款１項１目後期

高齢者医療広域連合納付金10万円の増額は、保

険料納付金額見込額の精査及び保険基盤安定事

業費負担金の確定により増額するものです。 

  次に、歳入の説明ですが、６ページを御覧く

ださい。１款１項後期高齢者医療保険料234万

8,000円の増額は、保険料の収入見込額の精査

により調整するものです。 

  ３款１項１目一般会計繰入金224万8,000円の

減額は、保険基盤安定繰入金の確定に伴い減額

するものです。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第11号 令和６年度西和賀町後期高齢者

医療特別会計補正予算（第２号）についてを採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第12、議案第12号 令和６年度

西和賀町介護保険特別会計補正予算（第３号）

についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第12号 

令和６年度西和賀町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について提案理由を申し上げます。 

  １ページを御覧ください。第１条、歳入歳出

予算の補正については、保険事業勘定の歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ567万8,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ14億7,746万6,000円とし、介護サービス事

業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ166万円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ958万3,000円にしようとする

ものです。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 

  詳細については、担当課長から説明しますの

で、ご審議の上、原案のとおりご決定ください

ますようお願いいたします。 

議長  健康福祉課長。 

健康福祉課長 それでは、初めに保険事業勘定に

おける補正予算の内容について歳出から説明い

たします。 

  ９ページを御覧ください。１款１項１目一般

管理費25万8,000円の増額は、介護保険料等の

所得基準見直しに伴う介護保険システムを改修

する経費を増額するものです。 

  ２項１目賦課徴収費８万8,000円の減額及び

３項介護認定審査会費93万2,000円の減額は、

年度末までの職員手当等の見込額や各事業の実

績見込額を精査し、補正するものです。 

  ２款１項介護サービス費等諸費から11ページ、

３款１項１目介護予防・生活支援サービス事業

費までの補正の増減額は、それぞれのサービス
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給付実績見込額を精査し補正するものです。 

  ２目一般介護予防事業費110万円の減額、３目

介護予防ケアマネジメント事業費10万8,000円

の増額、２項包括的支援事業・任意事業費76万

6,000円の減額、３項包括的支援事業費32万

4,000円の減額は、年度末までの職員手当等の

見込額や各事業の実績見込額を精査し補正する

ものです。 

  12ページを御覧ください。５款１項１目介護

給付費準備基金積立金１万7,000円の増額は、

基金利子の収入見込額に応じ増額するものです。 

  次に、歳入の説明ですが、６ページを御覧く

ださい。１款１項介護保険料55万8,000円の増

額及び７ページ、６款１項１目利子及び配当金

１万7,000円の増額は、収入見込額の精査によ

り増額するものです。 

  ６ページに戻りまして、３款１項国庫負担金

から８ページ、７款２項基金繰入金までの補正

の増減額は、歳出の総務費、保険給付費及び地

域支援事業費の実績見込みにより補正するもの

です。 

  続いて、介護サービス事業勘定の歳出につい

て説明いたします。19ページを御覧ください。

１款１項１目一般管理費は、歳入の介護予防サ

ービス計画費収入及び一般会計繰入金の補正に

伴い、財源調整を行うものです。 

  ２款１項１目介護予防支援事業費166万円の

減額は、介護保険法改正に伴い、居宅介護支援

事業所が居宅介護予防支援事業所として指定を

受け介護予防支援計画を作成した場合は、介護

報酬を直接請求できることになったことにより、

19ページの歳入の介護予防サービス計画費収入

の減額と併せて、実績見込みにより補正するも

のです。 

  次に、歳入の説明ですが、18ページを御覧く

ださい。２款１項１目一般会計繰入金 47万

7,000円の減額は、歳出の一般管理費の財源を

調整するものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第12号 令和６年度西和賀町介護保険特

別会計補正予算（第３号）についてを採決しま

す。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第13、議案第13号 令和６年度

西和賀町温泉事業特別会計補正予算（第４号）

についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第13号 

令和６年度西和賀町温泉事業特別会計補正予算

（第４号）について提案理由を申し上げます。 

  １ページを御覧ください。第１条、歳入歳出

予算の補正については、歳入歳出予算の総額か

ら歳入歳出それぞれ25万4,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,036万

円にしようとするものです。 

  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区

分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表、歳入歳出予算補正のとおりです。 

  それでは、補正予算の内容について歳出から

説明いたします。７ページを御覧ください。１
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款１項１目温泉施設管理費、14節工事請負費７

万5,000円の減額、27節繰出金25万6,000円の減

額は、それぞれ事業費の確定によるものです。

24節積立金4,000円の増額は、基金利子の額の

確定に伴い、温泉開発整備基金に積立てをする

ものです。 

  次に、歳入について説明いたします。６ペー

ジを御覧ください。２款１項１目利子及び配当

金については、温泉開発整備基金利子の確定に

よるものです。 

  ３款１項１目一般会計繰入金１万3,000円の

減額、２項１目基金繰入金24万5,000円の減額

は、歳出の補正に伴い財源の調整をするもので

す。 

  以上で提案理由と内容について説明を終わり

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第13号 令和６年度西和賀町温泉事業特

別会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第14、議案第14号 令和６年度

町立西和賀さわうち病院事業会計補正予算（第

５号）についてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第14号 

令和６年度町立西和賀さわうち病院事業会計補

正予算（第５号）について提案理由を申し上げ

ます。 

  今回の補正予算の内容は、収益的収支予算の

収入において、患者数の減少による入院及び外

来収益の減額と、その他医業収益においては介

護保険収益及び診断書作成料などのその他医療

収益の増額と公衆衛生活動収益性、成人病検診

収益及び受託検査施設利用収益の減額を、また

医業外収益のうち他会計補助金、その他医業外

収益及び県補助金等の増額を行い、合わせて

1,794万1,000円を減額し、収益的収入の総額を

10億78万2,000円とするものです。 

  支出においては、給与費及び材料費の減額と、

経費のうち修繕費の増額と出張診療費の減額

を、諸負担金において岩手県派遣医師給与等負

担金の確定に伴う増額により合わせて1,797万

2,000円を減額し、収益的支出の総額を10億

8,540万7,000円とするものです。 

  資本的収支予算については、今年度予定して

おりました医療機器等の整備、更新に伴う事業

費が確定したことから、収支ともに35万6,000円

を減額し、資本的収入及び支出の総額をそれぞ

れ5,599万8,000円とするものです。 

  詳細については、病院事務長から説明いたし

ますので、ご審議の上、原案のとおりご決定く

ださいますようお願いいたします。 

議長  病院事務長。 

病院事務長 それでは、補正予算の内容につきま

して、引き続き私のほうから説明いたします。 

  予算書１ページを御覧ください。第１条では、

令和６年度町立西和賀さわうち病院事業会計補

正予算（第５号）は、次に定めるところによる

とし、第２条においては、業務の予定量の補正

を行っております。 

  第２条の（２）、年間患者数の入院分でありま
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すが、当初予算では１万220人を予定したとこ

ろでしたが、12月までの実績を勘案し、この人

数を下回る見込みとなったことから、1,873人

減の8,347人とするものです。外来分につきま

しては、当初見込みから299人減の２万5,560人

とするものです。 

  （３）の１日平均患者数も、年間患者数に合

わせて減としております。 

  （４）の成人病検診、町から委託を受けてい

る人間ドックでありますが、こちらも受診者数

の減により予定量を見直すものです。 

  また、（５）、主な建設改良事業については、

事業が終了し、事業費が確定したことに伴う減

額であります。 

  第３条では、収益的収入で病院事業収益合計

で1,794万1,000円の減額に対し、病院事業費用

合計においては1,797万2,000円の減額となりま

した。この結果、今年度の単年度収支での、い

わゆる赤字額ですけれども、当初計画より３万

1,000円減の8,462万5,000円となる見込みであ

ります。 

  第４条は、資本的収支予算において、資本的

収入及び支出でそれぞれ35万6,000円の減額を

行うものです。 

  ２ページを御覧ください。第５条は、企業債

の補正ですが、医療機器等整備事業の事業費の

確定に伴い、限度額を変更するものです。 

  第６条は、今回議会の議決事項に関わる給与

費の補正を行ったことに伴い改めるものであり

ます。 

  第７条は、他会計からの補助金の額の改正、

第８条は棚卸資産購入限度額の改正となってお

ります。 

  続きまして、収益的収入及び支出予算の実施

計画について説明いたします。12ページを御覧

ください。収益的支出予算の１款１項１目給与

費の減額は、年度途中での看護師１名の退職と、

同時期に会計年度任用職員として看護師１名の

採用による精査のほか、各職種の手当と法定福

利費の減額については12月までの支払い実績と

今後の見込みにより精査したものです。 

  13ページを御覧ください。14節退職給付金の

増額は、今年度で退職予定の職員に係る負担金

分の増額となります。 

  ２目材料費700万円の減額は、２節診療材料費

において、これまでの支払い実績と今後の見込

みにより減額するものです。 

  ３目経費のうち、10節修繕費81万5,000円の増

額は、病院施設修繕として熱媒水循環ポンプ及

び給湯昇温用熱交換機の部品交換整備等で69万

9,000円を、医師住宅等修繕において家族棟の

電動シャッター修繕に11万6,000円をそれぞれ

計上するものです。16節出張診療費500万円の

減額は、診療応援の変更や休止があったことに

より減額を行うものです。19節諸負担金53万

8,000円の増額は、岩手県派遣医師給与費等負

担金の額が確定したことによるものです。 

  14ページを御覧ください。２項１目１節支払

利息及び企業債取扱い諸費11万1,000円の増額

は、企業債利息の確定によるものです。 

  10ページにお戻りください。収益的収入につ

いて説明いたします。１款１項医業収益7,698万

7,000円の減額は、入院及び外来患者数の減と

人間ドックの受診者数の減によるものが主なも

のになりますが、今年度においては５節介護保

険収益において訪問及び通所リハビリと居宅療

養管理指導が増加していることから150万円の

増額を、また６節その他医業収益は老人福祉施

設配置医師等受託料の増額と各種診断書や証明

書等の発行数が増加していることから 44万

2,000円の増額を行っております。 

  11ページを御覧ください。２項医業外収益、

２目他会計補助金でありますが、医業収益のマ

イナスを補うため、一般会計からの補助金

5,729万4,000円の増額をお願いするものであり

ます。 

  ４目長期前受金戻入の増額及び６目県補助金

の増額は、今年度分の額の確定によるものです。 
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  ５目その他医業外収益150万円の増額は、施設

利用料、医師派遣経費及び歯科技工金属売払金

の増を見込むものです。 

  ６ページを御覧ください。資本的支出であり

ますが、今年度予定しておりました医療機器等

の整備、更新に伴う事業費が確定したことから、

執行残の35万6,000円を減額するものです。 

  最後に、５ページ目を御覧ください。資本的

収入についてですが、１款１項１目地方債30万

円の減額及び２項１目他会計出資金２万

3,000円の減額は、医療機器等の整備、更新に

伴う事業費の確定によるものです。 

  ４項２目国庫補助金については、電子処方箋

管理サービス等関係補助金の確定により３万

3,000円を減額するものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

  真嶋実君。 

２番  ９ページの貸借対照表の流動資産ですけ

れども、当初予算で上げていた流動資産が５億

1,991万2,000円に対して５億3,215万というこ

とで、流動資産トータルとしては増えているよ

うですが、一方で現金預金が１億6,000万だっ

たものが１億4,700万円になっていると。それ

から、未収金の中では、医業外未収金が１億

6,100万だったものが１億7,500万、それからそ

の他未収金が4,898万5,000円だったものが

8,141万1,000円になっているかと思いますけれ

ども、その中身について教えていただきたいと

思います。 

議長  病院事務長。 

病院事務長 貸借対照表の部分になりますが、こ

の額につきましては、３月現在の補正の時点で

の数値になります。ですので、当初予算の部分

と比べますと、大きく変更になっているものに

なります。最終的に、令和６年度の決算を締め

た後に金額が確定してくるものになりますが、

未収金等につきましてはまだ支払い等残ってい

る部分等がありますので、その部分になります

し、現金につきましても診療報酬等の部分で今

後入ってくるものもありますので、そんなに、

当初に比べますと金額は減少しておりますが、

最終的には同様というかになってくる金額にな

るものと認識しておりました。 

議長  真嶋実君。 

２番  一応確認です。今未収のところでまだ払

っていないというふうな表現がありましたけれ

ども、受けるほうで、特にその他とかいう形の

部分も大きなものがあるので、収入の見込みに

ついては確かなものがここには入っているとい

うことでよろしいですか。 

議長  病院事務長。 

病院事務長 お答えします。 

  未収金、病院の支払い等というか収入、支出

の部分になりますと、例えば前月、今月であり

ますと２か月後ぐらいに収入として診療報酬等

入ってくる部分がありますし、あと薬や材料費

等も同様の部分になりますので、そのお支払い

の部分で計上しているものになります。 

議長  病院事務長、支払いの関係は、未収では

ないだろうから、今聞いているのは未収の話だ

から、流動資産の未収の部分だから。 

（まだもらっていないのかの声） 

病院事務長 すみません。未収金につきましては、

これから入ってくる金額になります。 

議長  ほかに質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第14号 令和６年度町立西和賀さわうち



- 55 - 

病院事業会計補正予算（第５号）についてを採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第15、議案第15号 令和６年度

西和賀町水道事業会計補正予算（第４号）につ

いてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第15号 

令和６年度西和賀町水道事業会計補正予算（第

４号）について提案理由を申し上げます。 

  １ページを御覧ください。第１条、令和６年

度西和賀町水道事業会計補正予算（第４号）は、

次に定めるところによるとし、第２条では収益

的収入及び支出の予定額の補正を定めており、

収入においては、水道事業収益について既決予

定額３億6,650万9,000円から415万3,000円を減

額し、収入の総額を３億6,235万6,000円に、支

出においては、水道事業費用について既決予定

額４億678万2,000円から147万4,000円を減額

し、支出の総額を４億530万8,000円にしようと

するものです。 

  第３条では、資本的収益及び支出の予定額の

補正を定めており、資本的収入について既決予

定額２億3,785万3,000円に97万8,000円を増額

し、収入の総額を２億3,883万1,000円にしよう

とするものです。 

  ２ページを御覧ください。資本的支出につい

て既決予定額４億1,786万4,000円から122万

1,000円を減額し、支出の総額を４億1,664万

3,000円にしようとするものです。 

  第４条では、議会の議決を経なければ流用す

ることができない経費を定めるもので、職員給

与費について既決予定額2,696万4,000円から

114万5,000円を減額し、2,581万9,000円に改め

るものです。 

  第５条では、他会計からの補助金の額１億

8,232万1,000円を１億8,028万円に改めるもの

です。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、補正予算の内容につい

て説明いたします。 

  初めに、収益的収入及び支出の補正予定額の

内容について説明いたします。９ページを御覧

ください。収入から説明いたします。１款１項

１目給水収益については、水道料金の収入見込

額の精査により262万7,000円を減額するもので

す。 

  ２項２目他会計補助金については、繰り出し

基準に基づき、一般会計からの補助金を204万

2,000円減額するものです。 

  ３目長期前受金戻入については、他会計負担

金戻入51万5,000円を増額するものです。 

  10ページを御覧ください。支出について説明

いたします。１款１項１目原水及び浄水費、２

目配水及び給水費及び３目総係費については、

事業費の確定及び人件費の精査により調整する

ものです。 

  ４目減価償却費、有形固定資産減価償却費に

ついては、事業精査により９万8,000円を増額

し、無形固定資産減価償却費についても同様に

41万7,000円を増額するものです。 

  次に、資本的収入及び支出の補正予定額の内

容について説明いたします。11ページを御覧く

ださい。収入について、１款１項１目他会計出

資金、一般会計出資金97万8,000円の増額は、

事業費の確定に伴い調整するものです。 

  次に、支出についてですが、１款２項１目水

道施設改良費、工事請負費59万4,000円の減額、

２目配水管布設替事業費、委託料62万7,000円
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の減額は、共に事業費の確定に伴うものです。 

  以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第15号 令和６年度西和賀町水道事業会

計補正予算（第４号）についてを採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第16、議案第16号 令和６年度

西和賀町下水道事業会計補正予算（第４号）に

ついてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第16号 

令和６年度西和賀町下水道事業会計補正予算

（第４号）について提案理由を申し上げます。 

  １ページを御覧ください。第１条では、令和

６年度西和賀町下水道事業会計補正予算（第４

号）は、次に定めるところによるとし、第２条

では収益的収入及び支出の予定額の補正を定め

ており、収入においては、下水道事業収益につ

いて既決予定額４億 3 , 1 3 3万 2 , 0 0 0円から

5,524万4,000円を減額し、収入の総額を３億

7,608万8,000円に、支出においては、下水道事

業費用について既決予定額４億9,766万4,000円

から 2 8 1万円を減額し、支出の総額を４億

9,485万4,000円にしようとするものです。 

  第３条では、資本的収入及び支出の予定額の

補正を定めており、資本的収入について既決予

定額２億9,976万2,000円から1,432万5,000円を

減額し、収入の総額を２億8,543万7,000円にし

ようとするものです。 

  ２ページを御覧ください。資本的支出につい

て既決予定額３億83万7,000円から1,575万

3,000円を減額し、支出の総額を２億8,508万

4,000円にしようとするものです。 

  第４条では、企業債について、特定地域生活

排水処理施設整備事業として限度額1,530万円

を240万円に補正するものです。 

  第５条では、議会の議決を経なければ流用す

ることができない経費を定めるもので、職員給

与費について既決予定額1,735万1,000円から

35万2,000円を減額し、1,699万9,000円に改め

るものです。 

  ３ページを御覧ください。第６条では、他会

計からの補助金の額３億3,952万2,000円を１億

3,798万6,000円に改めるものです。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  建設水道課長。 

建設水道課長 それでは、補正予算の内容につい

て説明いたします。 

  初めに、収益的収入及び支出の補正予定額の

内容について説明いたします。12ページをお開

きください。収入から説明いたします。１款１

項１目下水道使用料329万3,000円の減額、２目

農業集落排水施設使用料29万2,000円の増額及

び３目戸別浄化槽施設使用料17万3,000円の増

額は、収入見込額の精査により調整するもので

す。 

  ２項１目受入利息及び配当金1,000円の増額

は、預金利息の収入見込額に伴うものです。 

  ２目他会計補助金については、繰り出し基準
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に基づき、一般会計からの補助金93万円を増額

するものです。 

  ３目補助金230万円の減額及び４目長期前受

金戻入5,104万7,000円の減額については、事業

費の確定などに伴い調整するものです。 

  13ページを御覧ください。支出について説明

いたします。１款１項１目処理場費、通信運搬

費19万4,000円の増額は、予算に不足が見込ま

れることから増額するもので、委託料236万

4,000円の減額は事業費の確定に伴い減額する

ものです。 

  ４目総係費484万6,000円の減額は、事業費確

定に伴う調整などとなります。 

  ５目減価償却費、有形固定資産減価償却費に

ついては、事業精査により89万円を減額、無形

固定資産減価償却費についても、同様に204万

8,000円を減額するものです。 

  ２項１目企業債利息54万6,000円の増額と２

目消費税及び地方消費税500万円の増額は、額

の確定に伴い、不足分をそれぞれ増額するもの

です。 

  ３項１目その他特別損失159万8,000円の増額

は、令和５年度の消費税等に係る措置で、令和

６年度から本事業が公営企業会計化したことに

伴い発生するものです。 

  次に、資本的収入及び支出の補正予算額の内

容について説明いたします。15ページを御覧く

ださい。収入について、１款１項１目企業債か

ら５項１目基金取崩収入までの1,432万5,000円

の減額は、事業費の確定に伴い調整を行うもの

です。 

  次に、支出についてですが、16ページを御覧

ください。１款１項１目管路施設整備費88万

1,000円の減額、２目浄化槽整備費1,501万円の

減額は、事業費の確定に伴うものです。 

３項１目基金積立金13万8,000円の増額は、

収入の県補助金分を基金に積み立てるものです。 

以上で説明を終わりますが、ご審議の上、原

案のとおりご決定くださいますよう、よろしく

お願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第16号 令和６年度西和賀町下水道事業

会計補正予算（第４号）についてを採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  審査の途中でありますが、２時まで休憩いた

します。 

午後 １時５１分 休   憩 

午後 ２時００分 再   開 

議長  休憩を解き会議を再開いたします。 

  続いて、日程第17、議案第25号から議案第29号

までは関連がありますので、一括で上程して議

題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま一括上程されました議案第25号

から議案第29号の辺地に係る公共的施設の総合

整備計画を定めることについて、提案理由を申

し上げます。 

  この計画は、辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律に

基づいて、交通条件や自然的、経済的あるいは

文化的諸条件に恵まれず、他地域と比較して生

活文化水準が低い山間地域等の地域において、

他地域との生活文化水準の格差を是正するた
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め、公共的施設の総合的な整備のための財政上

の計画として定めるものであります。 

  本町におきましては、令和６年度までの計画

期間で６地区の総合整備計画を定め、公共的施

設の整備を進めてきたところですが、計画期間

が満了することに伴い、新たに令和７年度から

11年度までの５年間の総合整備計画を定める必

要があることから、それぞれ提案するものであ

ります。なお、この総合整備計画に定められた

事業につきましては、元利償還額の80％が普通

交付税に算入される辺地対策事業債の充当が可

能で、町の財政運営上の観点からも効果がある

ものであります。 

  詳細については、担当課長から説明いたしま

すので、ご審議の上、原案のとおりご決定くだ

さいますようお願いいたします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、私から議案第25号から

議案第29号までの詳細について説明をいたしま

す。 

  令和６年度までの計画期間で６地区の総合整

備計画を定めていたところでありますが、この

うち柳沢地区については令和６年４月１日現在

の人口が50人未満となり、辺地の対象外地域と

なったことから、今回総合整備計画を定める地

区は下前地区、左草地区、貝沢地区、若畑地区、

両沢地区の５地区であります。 

  最初に、各総合整備計画の共通的な部分の説

明をいたします。議案第25号の２枚目、総合整

備計画書を御覧ください。１、辺地の概況の（１）

は、辺地を構成する町または字の名称、（２）

は辺地の中心の位置、（３）は辺地における辺

地度点数を記載しております。辺地度点数とい

いますのは、辺地の中心から駅またはバス停留

所、小中高等学校、医療機関、役場庁舎までの

それぞれの距離及び地域の生活状況を点数化し

たもので、合計が100点以上の場合、辺地対象

地域として総合整備計画を策定することができ

るというものであります。 

  次に、２、公共的施設の整備を必要とする事

情には、辺地の位置や特徴及び整備の必要な公

共的施設について記載しているものです。 

  次に、３、公共的施設の整備計画には、計画

期間を令和７年度から令和11年度までの５年間

とし、その間に計画する事業内容を記載してお

ります。 

  それでは、辺地ごとの計画について説明いた

しますが、１、辺地の概況及び２、公共的施設

の整備を必要とする事情については、説明を省

略させていただき、３、公共的施設の整備計画

について説明いたします。今御覧いただいてお

ります議案第25号の下前辺地ですが、下水処理

施設は個別浄化槽の整備で事業費360万円、事

業費のうち100万円を辺地債で見込んでおりま

す。 

  次のページには、辺地区域の地図に施工箇所

を示しております。 

  次に、議案第26号の左草辺地を御覧ください。

市町村道橋梁は、町道下左草１号線15号橋の改

修事業で、事業費4,000万円、事業費のうち

1,360万円を辺地債で見込んでいるものです。 

  次に、議案第27号、貝沢辺地を御覧ください。

市町村道橋梁は、町道大木原線の防雪柵設置事

業及び町道貝沢線貝沢１号橋など２橋の改修事

業で、事業費１億1,100万円、事業費のうち

7,400万円を辺地債で見込んでおります。消防

施設は小型動力ポンプ付積載車の購入で事業費

1,000万円、事業費の全額を辺地債で見込んで

おります。 

  次に、議案第28号、若畑辺地を御覧ください。

市町村道橋梁は、町道大杉沢線若畑橋など２橋

の改修事業で、事業費7,600万円、事業費のう

ち2,580万円を辺地債で見込んでおります。 

  最後に、議案第29号、両沢辺地を御覧くださ

い。下水処理施設は、個別浄化槽の整備で事業

費360万円、事業費のうち100万円を辺地債で見

込んでおります。 

  以上で議案第25号から議案第29号までの説明
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を終わりますが、ご審議の上、原案のとおりご

決定くださいますよう、よろしくお願いいたし

ます。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  質疑は一括で、討論と表決はそれぞれ議案ご

とに行います。 

  これから質疑を行います。質疑される場合は、

議案番号を明示してください。質疑ありません

か。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  これから討論及び表決でありますが、討論及

び表決は議案ごとに行います。 

  初めに、議案第25号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画を定めることについて（下前辺

地）は討論を省略し、直ちに表決に付すること

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第25号 辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を定めることについて（下前辺地）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、議案第26号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画を定めることについて（左草辺

地）は討論を省略し、直ちに表決に付すること

にご異議、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第26号 辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を定めることについて（左草辺地）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案とおり可決すること

に決定しました。 

  続いて、議案第27号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画を定めることについて（貝沢辺

地）は討論を省略し、直ちに表決に付すること

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第27号 辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を定めることについて（貝沢辺地）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、議案第28号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画を定めることについて（若畑辺

地）は討論を省略し、直ちに表決に付すること

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第28号 辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を定めることについて（若畑辺地）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案どおり可決すること

に決定しました。 

  続いて、議案第29号 辺地に係る公共的施設

の総合整備計画を定めることについて（両沢辺

地）は討論を省略し、直ちに表決に付すること

にご異議ありませんか。 



- 60 - 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第29号 辺地に係る公共的施設の総合整

備計画を定めることについて（両沢辺地）を採

決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  続いて、日程第22、議案第30号 新自治体建

設計画を変更することについてを議題とします。 

  本案について提案理由の説明を求めます。 

  内記町長。 

町長  ただいま上程になりました議案第30号 

新自治体建設計画を変更することについて提案

理由を申し上げます。 

  東日本大震災等に伴う合併市町村に関わる地

方債の特例に関する法律第２条の規定により、

岩手県においては、合併特例債を起こすことが

できる期間が合併した年度を含め25年度までと

されているところですが、その適用を受けるた

めの新自治体建設計画の計画期間が現計画では

令和６年度までの20年間となっております。こ

のため、法律に定める期間を最大限有効に活用

することを目的として、新自治体建設計画を変

更するものであります。 

  計画の変更の詳細については、担当課長から

説明いたしますので、ご審議の上、原案のとお

りご決定くださいますようお願いいたします。 

議長  企画財政課長。 

企画財政課長 それでは、私のほうからただいま

上程されました議案第30号 新自治体建設計画

を変更することについて、変更の内容等を説明

いたします。 

  新自治体建設計画（第３回変更）を御覧くだ

さい。この計画は、今回の変更部分を整理した

変更の建設計画となります。建設計画は、48ペ

ージまでとなっており、その後ろに新自治体建

設計画の新旧対照表をつけております。字が細

かい資料となって申し訳ございませんが、変更

の主な内容について、新旧対照表に基づいて説

明をいたします。 

  新旧対照表の１ページを御覧ください。この

新旧対照表は、表題左側から建設計画の該当ペ

ージ、項目、変更後、変更前の順になっており

ます。建設計画２ページの項目欄第１章、建設

計画策定の趣旨、２、計画策定の方針、右側に

移って（３）、計画の期間の項目です。一番右

側の列、変更前、平成17年度から平成36年度ま

での20年間を、真ん中の列変更後、平成17年度

から令和11年度までの25年間に計画期間を変更

しようとするものです。 

  以下、建設計画の４ページの第２章、地域の

概況と主要指標の見通し、２、人口と世帯数、

（１）、人口の項目から新旧対照表の３ページ

の中段、建設計画の13ページ、３の産業の項目

までについては、平成30年の第２回変更時から

統計データなどの数値を用いて記載内容を現時

点の数値などに整理、修正したものです。 

  新旧対照表の３ページを御覧ください。下段、

建設計画の23、24ページ、第５章、新自治体建

設計画、１、新自治体の主要施策、（１）、保健

医療福祉、誰もが安心してその人らしく健やか

に暮らすためにの項目については、合併特例債

の活用を予定している事業を新たに記載してお

ります。 

  １）、乳幼児から老人まで健康で長生きできる

環境づくりについて、「健康づくり等の拠点施

設として保健センターの整備を検討し」の次に

「併せて、こども家庭センター」を加え、下の

表の事業の概要に「こども家庭センター、地域

包括支援センターの整備」を新たに記載をして

おります。 

  新旧対照表の４ページ以降、建設計画の26ペ

ージ以降の項目については、それぞれ時点修正

等による変更となっております。 
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  以上で内容の説明を終わりますが、ご審議の

上、原案のとおりご決定くださいますよう、よ

ろしくお願いいたします。 

議長  提案理由の説明が終わりました。 

  これから質疑を行います。質疑を許します。

質疑ありませんか。 

（なしの声） 

議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わりま

す。 

  討論を省略し、直ちに表決に付することにご

異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

議長  異議なしと認め、直ちに表決に入ります。 

  議案第30号 新自治体建設計画を変更するこ

とについてを採決します。 

  本案を原案のとおり決定することに賛成の方

は起立を願います。 

（賛成者起立） 

議長  起立全員であります。 

  したがって、本案は原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 

  以上で本日の日程は終了いたしました。 

  なお、明日の一般質問は３人を予定していま

す。 

  これをもって本日は散会します。お疲れさま

でした。 

午後 ２時１７分 散   会 

 


